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議案第１２２号 川内駅西口駐車場等の指定管理者の指定について【経済政策課】 

 

１ 指定管理者に行わせる施設の概要 

施設名 川内駅西口駐車場 
川内駅西口第２駐車場 
川内駅前大型バス駐車場 
市営第１駐輪場 
市営第２駐輪場 

⑴ 設置条例 薩摩川内市営駐車場条例 

⑵ 設置目的 

市民の生活環境の確保及び商業の活性化に資するため並びに自動車

交通の利用増大に伴う都市への自動車の流入を抑制することにより、

交通混雑を緩和するため。 

⑶ 施設の事業内容 時間貸・日貸・月極駐車場 

⑷ 現在の管理形態 指定管理（利用料金制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ 施設の維持管理に関する業務 

⑵ 利用に係る料金の収受及び利用料金の還付に関する業務 

⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴ 名   称 株式会社薩摩川内市観光物産協会 

⑵ 所 在 地 薩摩川内市鳥追町１番１号 

⑶ 代 表 者 名 代表取締役 井龍 大 

⑷ 設立年月日 平成２５年４月１日 

⑸ 基 本 財 産 ９，０００千円 

⑹ 職 員 数 ５３名 

⑺ 事業概要 

ア 観光案内及び宿泊施設・体験施設その他各施設の斡旋に関する業務 

イ 観光案内及び宿泊施設・体験施設その他各施設の料金の徴収代行及

び維持管理の受託に関する業務 

ウ 旅行業、旅行代理店業務及び旅行客の誘致に関する業務 

エ 鉄道・船舶等の旅客案内・切符販売、駐車場管理等の業務請負 

オ 食料品、農畜産物、水産物、林産物、清涼飲料水、観光土産品及び

民芸品等の小売・製造・加工・卸売及び輸出入業 

カ 酒類及びタバコの販売業 

キ 古物営業法に基づく古物商業 

ク 市場調査、広告、宣伝に関する業務 

ケ イベントの企画、運営及び販売促進に関する業務 

コ 自転車、自動車等のレンタル業務 

サ 損害保険代理業 

シ ゆうパック及び宅配便の取次ぎ業務 

ス 一般及び特定労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 

セ 市内事業者の相談、指導育成に関する業務 

ソ 都市開発並びに土地・建物の有効利用に関する調査、企画、運営、
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設計及びコンサルティング業務 

タ 不動産業 

チ 中心市街地活性化に関する業務 

ツ コミュニティ放送事業に関する業務 

テ 宿泊施設の経営及び既存の住宅を活用した宿泊サービスの提供業務 

ト コピー機使用サービス提供業務 

ナ 郵便切手及び収入印紙の販売 

二 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴ 基本方針 

ア 適切な維持管理・運営 

「薩摩川内市営駐車場条例・施行規則」の目的に沿って当施設の

維持管理・運営を行う。業務の遂行に当たっては、市との連携を緊

密にし、その指示に的確に従う。 

イ 市街地の活性化 

  当施設の運営を通して地域経済の活性化に寄与する。誰もが気軽

に利用できる駐車場を提供することで、駅利用者の利便性の確保と

川内駅・駅周辺・商店街へ人の流入を作り出す。商店街が実施する

イベントなどに積極的に協力・参加することで、来街者の増加を促

しリピーター作りに努める。 

ウ 利用者の満足度向上 

  施設利用者のご意見に耳を傾け、改善すべき点については速やか

に対処するように努め、満足度向上を図る。ＦМさつませんだい等

を活用し、満車時や月極情報、駐車場利用促進に資する情報を速や

かに提供する。 

⑵ 管理計画 

ア 緊急時の対応 

オペレーションや施設利用者等から緊急の通報やトラブルの連絡

があった場合は、直ちに現場へ急行し、緊急事態の原因を調査し速

やかにその解消を図る。 

イ トラブル防止 

電気・機械の保全に万全を期すため、専門業者には保守・点検の

際のチェックを入念にお願いすると同時に、随時実施する見回り時

に変化が生じていないかに留意する。 

ウ 自然災害への備え 

台風対策や降雪対策など自然災害で施設利用者に不便をかけるこ

とがないように万全を期し、災害時・災害後の現地状況確認を迅速

に行い、トラブルが発生した場合は施設利用者又は関係各所へ速や

かに報告し、対応する。 

⑶ 運営計画 

ア 利用促進、利用者増への取り組み 

西口駐車場並びにその他の駐車場、駐輪場の存在を広くＰＲして

利用促進につなげる。その方法として、ＦＭさつませんだいで月極

や満車時の案内を行い、ホームページ、フリーペーパーで紹介する。

また、自社管理の川内駅東口駐車場の問合せ時（月極・時間貸利用

料金）に西口駐車場の案内をし、利用者に不便を掛けることがない

よう円滑な運営を行い、自主イベントや共催イベント時も周知案内

を図る。新しい試みとして周辺の飲食店や事業所等へサービス券の

利用案内も行いたい。 

イ 利用者ニーズの把握と業務への反映方法 

「ご意見ポスト」を設置、また、見回りや清掃時に施設利用者と

コミュニケーションを図ることにより、意見や要望を収集し、対応

が必要な場合は市と連携を図り、改善へと繋げる。 
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⑷ 組織体制 

ア 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 職員・勤務体制 

職 務 雇用形態 人数 勤務形態 

担当部長 正社員 １名 週５日勤務 

担当職員 正社員 １名 週５日勤務 

職 員 正社員 １名 週５日勤務 

パート職員 パート ３名 週２～３日勤務 
 

⑸ 収入･支出計画 

                          （千円） 

項 目 ５年度 

収

入 

駐車場利用料 ２８，７８７ 

その他の収入 ３３ 

合 計 ２８，８２０ 

支

出 

人 件 費 ２，９２０ 

光熱水費 ５９３ 

修 繕 費 １９５ 

管 理 費 ４９７ 

委 託 費 ２，６７９ 

公租公課 ０ 

そ の 他 ０ 

小  計 ６，８８４ 

施設納付金 １７，５４９ 

合 計 ２４，４３３ 

収 支 差 引 ４，３８７ 

※ 施設納付金 収益の８０％（最低限度額は１千万円） 

 

５ 選定経過の概要 

⑴ 選定委員会開催日 令和４年８月２６日（金） 

⑵ 選定委員 
地元代表（１名）、利用者代表（１名）、有識者（１名）、 経済シティセール

ス部長、行政経営課長、経済政策課施設担当課長  計６名 

⑶ 応募団体数 
ア①民間事業者 １ ②ＮＰＯ法人   ③出資法人 １ ④その他  

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者 １  計 ２者 

最高責任者 
代表取締役社長 

総括責任者（管理） 
中心市街地事業部長 

（通常業務） 
中心市街地事業部社員 
（清掃） 
中心市街地事業部パート３名 

（経理・事務） 
経営企画部社員 
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⑷ 選定の理由 

 委員会において、事業計画書の内容、収支計画、その他について

総合的な審査を行った結果、上位の点数であった株式会社薩摩川内

市観光物産協会が合格基準点（３６０点）を上回り、また、適切な

管理運営が期待できることが見込まれるため、指定管理者の候補者

として選定した。 
⑸ 採点結果表 別紙のとおり 

 



別紙 
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採点結果表 

審査項目 配点 

株式会社

薩摩川内

市観光物

産協会 

Ｂ社 

１ 事業計画書による施設の運営が、市民の安全と平等使用の確保を図るものであるか。 

 
管理経営にふさわしい団体の基本方針であるか。公平・公正

性が確保され、特定の団体等を優遇する可能性はないか。 
６０ ４２ ４２ 

緊急時の対応や、トラブル防止の対策等を定めているか。 ６０ ４２ ３８ 

計 １２０ ８４ ８０ 

２ 施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図られるか。 

 
利用促進、利用者増を図る計画はあるか。 ６０ ４８ ４４ 

利用者ニーズの把握と業務への反映方法はあるか。 ６０ ３８ ４４ 

計 １２０ ８６ ８８ 

３ 事業の収支計画は適正な計画となっているか。 

 収入増や適正な経費削減の措置はみられるか。 ９０ ６３ ５７ 

施設納付金の提案は適正か。 ９０ ７８ ５４ 

計 １８０ １４１ １１１ 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

 
申請団体の経営状況に問題はないか。 ３０ ２３ ２０ 

市内に事業所等を有しているか。 ３０ ２６ １８ 

職員配置において、勤務体制に無理はないか。 ３０ ２１ ２２ 

同種又は類似施設の管理運営の実績はあるか。 ３０ ２１ ２７ 

計 １２０ ９１ ８７ 

５ その他 

 貴団体の特徴、セールスポイント、地域貢献活動等 ６０ ５２ ４０ 

計 ６０ ５２ ４０ 

合 計 ６００ ４５４ ４０６ 

 


